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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜ニュースの内容＞ 

◼ 全国児童福祉主管課長会議の資料が公表される（厚生労働省） 

◼ 令和元年度公定価格が改定される（内閣府） 

―令和元年度国家公務員給与改定に伴う公定価格の人件費改定 

◼ 子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】が開催される（内閣府） 

◼ 平成 30 年社会福祉施設等調査の概況（厚生労働省） 

◼ 令和 2 年度 社会福祉法人会計実務講座 募集開始のお知らせ（全社協・中央福祉学院） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

◆ 全国児童福祉主管課長会議の資料が公表される
（厚生労働省） 

  

令和 2 年 3 月 3 日、厚生労働省は、全国児童福祉主管課長会議の資料を公表しました。 

 
■厚生労働省トップページ > 政策について > 審議会・研究会等 > 子ども家庭局が実施する検討会

等 > 全国児童福祉主管課長会議 > 令和元年度全国児童福祉主管課長会議 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09800.html 

 

【説明資料 3】 

◆PDF ファイル「保育課・少子化総合対策室１（1～38 ページ）」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000601768.pdf 

・子育て安心プラン、保育人材確保、子ども・子育て支援新制度 5 年の見直し、幼児

教育・保育の無償化などの項目の説明資料です。 

 

◆PDF ファイル「保育課・少子化総合対策室２（39～84 ページ）」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000601769.pdf 

・保育関係予算の概要 45 ページ～ 

・令和 2 年度の公定価格（保育所等関係）の対応について（案）82 ページ～ 

 

◆PDF ファイル「保育課・少子化総合対策室４（119～162 ページ）」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000601772.pdf 

・2020（令和 2）年度の公定価格の改定（案）145 ページ～ 

  「土曜日に閉所する場合の減算調整の見直し」149 ページ 

  「地域区分の改善」150 ページ 

  「処遇改善等加算の運用の改善」152～154 ページ 

令和 2 年 3 月 6 日 （令和元年(2019 年)度第 34 号） 

全国保育士会委員ニュース 
 

 

 

本ニュースは、全国保育士会委員、顧問、監事、都道府
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◆PDF ファイル「保育課・少子化総合対策室５（163～224 ページ）」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000601773.pdf 

・2019（令和元）年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査集計結果<速報値> 

163 ページ～ 

 

 

◆ 令和元年度公定価格が改定される（内閣府） 

―令和元年度国家公務員給与改定に伴う公定価

格の人件費改定 
  

令和 2 年 2 月 28 日、内閣府は、令和元年度公定価格について、ホームページに公

表しました。 

後述の「子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】」において説明さ

れたように、国家公務員の給与に準じて人件費の引き上げがはかられています。  

「常勤の保育士、幼稚園教諭等に係る人件費単価 +1.0％程度」と、今回の引き上

げは「令和 2 年度以降の公定価格の算定に当たっても引き継ぎ、令和 2 年度予算（案）

に反映」されることとなっています。 

この公定価格の改定の実施時期は、平成 31 年 4 月 1 日（遡及適用）です。 

詳細は、内閣府ホームページに掲載されている告示の別表をご参照ください。  

 
■内閣府ホームページ 

内閣府トップページ > 内閣府の政策 > 子ども・子育て本部 > 子ども・子育て支援新制度  

> 法令・通知等 > 政省令 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/seishourei.html 

 

子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】（令和 2 年 2 月 21 日） 

資料 2-1「令和 2 年度公定価格の対応について」から全国保育士会事務局抜粋 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000601773.pdf
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/seishourei.html
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◆ 子ども・子育て支援新制度説明会 

【都道府県等説明会】が開催される（内閣府） 
  

令和 2 年 2 月 21 日、内閣府は、標記説明会について、「動画」と「資料」をホーム

ページに掲載しました。 

■内閣府ホームページ 

内閣府トップページ >  内閣府の政策 >  子ども・子育て本部 > 自治体向け説明会等  

> 子ども・子育て支援新制度説明会 【都道府県等説明会】 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r020221/index.html 

 

〔動画〕（保育所・認定こども園等関連部分ゴシック表記：全国保育士会事務局抜粋） 

 

1. 令和 2 年度当初予算案について 

2. 令和 2 年度の公定価格（案）等について 

3. 幼児教育・保育の無償化について 

4. 子ども・子育て支援新制度施行後 5 年の見直しについて 

5. 地方分権に係る地方からの提案等に対する対応方針について 

6. 地域子ども・子育て支援事業について 

7. 保育教諭の資格特例等について 

10. 就労証明書の標準的な様式の活用について 

12. 子供の貧困対策について 

13. 企業主導型保育事業について 

 

〔資料一覧〕（保育所・認定こども園等関連部分ゴシック表記：全国保育士会事務局抜粋） 

 

【資料 1】令和 2 年度当初予算案について 

【資料 2-1】令和 2 年度公定価格の対応について 

【資料 2-2】令和 2 年度単価表（案）及び【資料 2-3】留意事項通知について 

【資料 2-4】処遇改善等加算の運用について 

【資料 4】子ども・子育て支援新制度施行後 5 年の見直しに係る対応方針について 

【資料 5-1】令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（関連部分抜粋） 

【資料 5-4】一時預かり事業の職員配置の見直しについて 

【資料 5-5】社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合の要件について 

【資料 6-3】延長保育事業（夜間保育所）及び一時預かり事業（厚労省分）の充実について  

【資料 7-1】保育教諭の資格特例について 

【資料 7-2】保育教諭の教員免許更新制度について 

【資料 10】就労証明書の標準的な様式の活用について 

【資料 12】子供の貧困対策について 

【資料 13】企業主導型保育事業（仕事・子育て両立支援事業費補助金）  

【参考資料 7】市区町村独自の認可外保育施設の基準を定める条例について  

 

 資料 1 では、令和 2 年度予算案、資料 2-1 では、令和 2 年度公定価格の変更点が解

説されています。資料 2-3 は、公定価格に関連して「留意事項」通知の案が示されて

います。 

 

◆処遇改善等加算の運用の改善 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r020221/index.html


4 

 

資料 2-4 は、処遇改善等加算の運用の改善として、①処遇改善等加算Ⅱの要件につ

いて、加算額の配分方法の更なる柔軟化、②賃金改善の算定起点となる基準年度を「加

算当年度の前年度」とすること等が示されています。 

資料 2-4 から全国保育士会事務局抜粋 
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◆社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合の要件 

資料 5-5 には、既存の社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合、国や地方

公共団体以外からの不動産の貸与により可能となること（令和 2 年 4 月 1 日適用）が

示されています。 

 

資料 5-5 から全国保育士会事務局抜粋 

 
 

 

 

 

◆幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格要件、教員免許更新制 

また、資料 7-1 では、幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格要件等について、

資料 7-2 では、教員免許更新制について説明されています。 
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資料 7-1 から全国保育士会事務局抜粋 

 
 

 

資料 7-2 から全国保育士会事務局抜粋 

（資料の全体は内閣府ホームページをご参照ください。） 

 

＜保育教諭における教員免許更新制の取扱いについて＞ 

（中略） 

○ 経過措置期間の終了間際である令和 6 年度には、講習の受講希望が集中することが予

想されることも踏まえ、幼稚園教諭免許状をお持ちの保育教諭は、免許状更新講習の受

講期間を必ず確認した上で、当該期間のできるだけ早い段階から計画的に講習を受講

し、免許管理者への手続きを行っていただくようにお願いします。  
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教員免許状の有効期間確認ツール 

 

文部科学省ホームページの「教員免許状の有効期間確認ツールについて～更新時期確認

の御参考に～」のコーナーをご覧ください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm
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◆保育所等における利用乳幼児がいない時間帯の保育士配置の考え方 

なお、「子ども・子育て支援新制度施行後 5 年の見直しについて」の説明動画の中

で、保育所等において「子どもが全員帰宅した後の取扱いに関し、保育士がいなくて

も可」とすることを改めて周知することとされています。 

これについて、「保育所等における利用乳幼児がいない時間帯の保育士配置の考え

方について（通知）」が令和 2 年 2 月 14 日に発出されていますので、併せてご確認く

ださい（別添参照）。 

本通知の趣旨は次のとおりです。 

（通知から全国保育士会事務局抜粋） 

 

保育所等における利用乳幼児がいない時間帯の保育士配置の考え方について（通知） 

 

2.利用乳幼児がいない時間帯の保育士配置について 

 

現行の規定においては、設備運営基準第 33 条第 2 項ただし書等、保育所等におけ

る保育士の配置を担保するための規定を設けているところ。当該規定の趣旨は、設

備運営基準第 33 条第 2 項に基づき算出される配置すべき職員数にかかわらず、利用
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乳幼児に対して保育を提供するために必要な保育士の配置を確保するものであり、

施設が開所する全ての時間帯において保育士を配置することを求めるものではな

い。 

保育所等において、開所時間中に、全ての利用乳幼児が帰宅するなどにより利用

乳幼児のいない時間帯が生じた場合にあっては、保育士の配置を求めないこととす

ることも差し支えない。ただし、この場合においても、突発的な事由により、自治

体又は保護者から保育所に対して至急連絡を取る必要が生じた際に、少なくとも保

育所等の開所時間内においては、随時円滑に施設管理者への連絡を取れる体制を確

保すること。 

（後略） 

 

 

 

◆ 平成 30 年社会福祉施設等調査の概況（厚生労働省） 
  

令和 2年 3月 4日、厚生労働省は、標記調査の概況をホームページに公表しました。

今回の調査の概況は平成 30 年 10 月 1 日現在のもので、本調査は毎年実施されていま

す。 

施設の種類別に施設数をみると、保育所等（幼保連携型認定こども園、保育所型認

定こども園及び保育所）は、27,951 施設で、前年に比べ 814 施設、3.0％増加してい

ます。保育所等の定員は 2,715,914 人、在所者数は 2,535,964 人、在所率は 93.4％と

なっています。 

調査結果の全体像、他の施設種別の集計結果は、下記の厚生労働省のホームページ

をご参照ください。 

 
■厚生労働省トップページ > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 社会福祉施

設等調査 > 結果の概要 > 平成 30 年社会福祉施設等調査の概況 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/18/index.html 

 
 
 
◆ 令和 2 年度 社会福祉法人会計実務講座 募集開始

のお知らせ（全社協・中央福祉学院） 
  

全社協・中央福祉学院では、社会福祉法人の会計処理について学ぶことができる社

会福祉法人会計実務講座の受講者を募集しています。 

本講座の主な特徴は、次の通りです。 

ア）入門・初級・中級（社協会計／施設会計）・上級コースから各自のレベルに応

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/18/index.html
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じて選択できます 

イ）初級・中級・上級コースでは通信授業(自宅学習)とスクーリング(集合研修)

を組み合わせた学習により、確かな知識として身につきます 

ウ）毎年全国から約 1,000 名の方にご受講いただいております 

社会福祉法人会計基準を正しく理解し、実践していくことが社会福祉法人制度改革

以降、より強く社会から求められております。皆様からのお申込みを心よりお待ちし

ております。 

 

◆研修日程：入門コース  令和 2 年 8 月 25 日（火）～27 日（木） 

初級・中級・上級コース   通信授業：令和 2 年 8 月～9 月 

◆スクーリング：令和 2 年 10 月～12 月の間の 3 日間 

◆受講対象：「社会福祉法人会計基準」に基づく会計実務を行う社会福祉施設等の

役職員       

◆受 講 料：入門コース 16,000 円 

      初級・中級・上級コース 36,700 円（税込） 

◆申込期限：令和 2 年 5 月 15 日(金)〔消印有効〕 

◆問合せ先：全国社会福祉協議会 中央福祉学院 会計実務講座係 

TEL 046-858-1355（平日 9:30～17:30） 

【受講案内・申込書のダウンロードは中央福祉学院ホームページへ】  

https://www.gakuin.gr.jp/training/course307.html 

 

 

https://www.gakuin.gr.jp/training/course307.html

